
 

 

 

２０２６かみすプレミアムクーポン券事業 

（神栖市プレミアム付商品券事業） 

取扱店実施要項 

 

 

 

 

令和８年 

 

 

 

 

 

 

神 栖 市 商 工 会 

令和８年５月１日時点において一部未決定の内容（使用済み紙クーポン券の引換に

関する事項）を含みます。当該未決定内容につきましては、５月中旬を目安に決定

し、神栖市商工会ホームページにてお知らせいたします。



  

2 

２０２６かみすプレミアムクーポン券事業  

１ 趣旨・目的                                         

世界的な社会経済情勢の影響等により、日常生活を送るうえで不可欠である食料品、日用品、エネル
ギー等を含む幅広い品目で価格が高騰し、一般家庭の家計や事業者の経営において大きな負担となって
いるところです。 

当商工会としても地域唯一の経済団体として、物価高騰に直面する市内消費者の負担を軽減させると
ともに、消費の刺激による市内事業者の経営安定化を支援する即効性の高い経済支援対策を早急に講じ
ることが重要であると考え、神栖市の協力のもと、国の重点支援交付金を活用し、購入価格に対し４
０％のプレミアムを付したクーポン券を市内事業所・店舗に限定して流通させる「２０２６かみすプレ
ミアムクーポン券事業」（以下、「本事業」）を実施します。 
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２ クーポン券の概要                                       

（１）販売内容 
市内加盟店舗で使用できる１４,０００円分のクーポン券（以下の２券種で１セット）を、１万円で

販売します。 
  （共通券：加盟全店舗で使用可能）  １０,０００円分  
  （専用券：小規模店※でのみ使用可能） ４,０００円分  ※ 加盟店舗の区分については７ページ参照 
 
（２）販売対象  

申し込み時点で神栖市に住民登録のある方 
※ 申し込み後、５月３１日までに市外に転出などをした場合、対象外 
 

（３）販売数量  
３０,０００セット（紙クーポン券、デジタルクーポン券を各１５,０００セット販売） 
 

（４）購入上限  
1 人につき１セットまで（紙クーポン券・デジタルクーポン券のいずれか） 
 

（５）紙クーポン券／デジタルクーポン券の概要 

 
（６）本クーポン券で購入や支払いをすることができないもの 

① たばこ事業法に定める製造たばこ等 
② 有価証券、収入印紙及び県証紙 
③ 他の商品券（当券を含む）やプリペイドカード等の換金性の高い物、チケット、回数券等 
④ 郵便業務に関するもの（切手・官製はがき等） 
⑤ 公共交通機関、公共施設等の回数券、乗車券、定期券 
⑥ 「当せん金付証票法」に定める当せん金付証票(宝くじ等)および「スポーツ振興投票の

実施等に関する法律」規定するスポーツ振興投票券の購入(サッカーくじ等)。 
 

 
 

 紙クーポン券 内容 デジタルクーポン券
 

１,０００円券×１４枚綴り 
（共通券１０枚、専用券４枚）

券種・券面等

キャッシュレス決済アプリ「PayPay」で1 万
円分を購入すると、１４,０００円分（共通券
１万円分と専用券４,０００円分）がチャージ
される。

 
加盟店舗において現金と同様に使用可能 使用方法

加盟店舗で買い物をする際、PayPayアプリを
起動して決済する。

 ・釣り銭は出ない。 
・券購入後の返金不可。 
・店頭における現金との引き換え不可。

その他
購入したデジタルクーポン券のチャージ額を、
他人のアカウントに送金することはできない。
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３ 購入申込み方法                                       
（１）購入申込み期間 
  令和８年５月１５日（金）～令和８年５月３１日（日） 
  ※ 紙クーポン券を持参または郵送にて申し込む場合、申し込み期間の終了日が異なります。 

（下記（３）②・④参照） 
 

（２）デジタルクーポン券の購入申込み方法 
  ① 右の２次元コードから、申込み専用ＷＥＢサイトにアクセスします    
  ② 「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を選択 
  ③ 利用規約の内容を確認し、「同意する」を選択 
  ④ 連絡先メールアドレスを入力し、「完了する」を選択 
  ⑤ 設定したメールアドレス宛に届く、連絡先アドレス確認メールに記載されたURL にアクセス 
  ⑥ 申込フォームに必要事項を入力し、「申込む」を選択 
  ⑦ 登録メールアドレス宛に完了メールが届くと、購入申込み手続き完了です。 
    
   
 
 
（３）紙クーポン券の購入申込み方法 
  ① 申込み専用WEB サイトからの申込み 
   （２）のとおり。申込み内容の入力欄で、紙クーポン券かデジタルクーポン券を選択する箇所が

ありますので、「紙クーポン券」を選択してください。 
 
  ② 郵送による申込み 
   紙の申込書に必要事項をご記入のうえ、封筒に入れて切手を貼付し、以下まで郵送してください。

（５月２９日（金）必着分までの受付） 
【申込書の宛先】〒314-0121 神栖市溝口1669-1 臨海ビル1 階 神栖市商工会 

 
    
   
 
 
 
 
 
 

申込み期間中、土日・祝日や時間に関係なく、お手元のスマートフォンやご自宅のパソコン等
からお申し込みいただけます。

【紙の申込書の設置場所】 
神栖市商工会（本所・支所）、神栖市役所、波崎総合支所・防災センター、保健・福祉会
館、はさき保健・交流センター、各公民館、各図書館、歴史民俗資料館、各コミュニティセ
ンター、かみす防災アリーナ、はさきマリンプール、ゆ～ぽ～とはさき、ふれあいセンター
湯楽々
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  ③ ＦＡＸによる申込み 
   紙の申込み書に必要事項をご記入のうえ、以下のＦＡＸ番号まで送信ください。 

【ＦＡＸ番号】０２９９ｰ９２ｰ９３６０（神栖市商工会） 
   ・番号をお確かめのうえ、お間違いのないようご送信ください。 
   ・送信後、0299-92-5111 まで、FAX 到着確認の電話をお願いします。 

（正午から13 時を除く平日9 時～17 時までの時間帯） 
※ 到着確認の電話をせずに生じたFAX 不達に起因するトラブルについて、商工会は一切責任を

負いません。 
   
 ④ 持参による申込みの場合 
  ①～③の方法での申請が難しい場合、紙の申込書に必要事項をご記入のうえ、５月１５日から５月

２９日（金）までの期間中に以下までご持参ください。 
  ・神栖市商工会（神栖市溝口1669-1 臨海ビル1 階） 
    受付時間･･･正午から13 時を除く平日9 時～17 時まで 
  ・神栖市役所波崎総合支所（神栖市波崎6530）総合案内の設置箱に投函 
    受付時間･･･平日8 時30 分から17 時15 分まで 
    
   ※上記以外の施設での持参による申込書の受付は行いません。 
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４ 申込み後の流れ（当選結果のお知らせ、購入方法など）                         
 クーポン券事務局にて購入申込者の申込資格確認や抽選（申込み多数の場合のみ）を行ったうえで、
以下（１）・（２）の方法でクーポン券の購入に関するお知らせをします。お知らせの時期は６月２２
日以降を予定しております。 
 なお、申込要件を満たしていない方や、抽選の結果落選した方へのお知らせはしません。 
 
（１）デジタルクーポン券の場合 
  ① ＷＥＢ申込み時に登録されたメールアドレス宛に送信される、購入のお知らせメールに記載され

たＵＲＬにアクセス 
  ② 申込み内容照会画面で、購入申込時の受付完了メールに記載された「整理番号」と「パスワー

ド」を入力し、クーポン券購入用のコードをダウンロード 
  ③ PayPay アプリを起動し、アプリ画面内の「チャージ」を選択 
  ④ 「その他のチャージ方法」から「商品券コード」を選択 
  ⑤ ダウンロードしたクーポン券購入票に記載されている電子クーポンコード(16 桁)を入力 
  ⑥ 「このコードでチャージに進む」を選択し、「支払う」を選択するとデジタルクーポン券を購

入できます。 
 
（２）紙クーポン券の場合 
  ① 申込み時に入力・記載された住所宛に当選はがきを送付します。 
    ※申込書の住所と住民票の住所が異なる場合、原則、住民票の住所に送付します。 
 
  ② 当選はがきに記載された指定郵便局にて、同はがきと引き換えに紙クーポン券を窓口で購入し

ます。なお、必ずしもご住所の最寄り局ではありませんので、あらかじめご了承ください。 
 
（３）使用期間 
  令和８年６月２２日（月）から１２月１８日（金）まで 
  ※ 使用期間を過ぎたクーポン券は使用できません。また、使用期間の末日を過ぎて余ったクーポ

ン券（デジタルクーポン券の残高を含む。）を現金と引き換える対応は一切いたしませんので、
使用期間中に全て使い切っていただくことをお勧めします。 
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５ 取扱い店舗（加盟店舗）                                  

（１）取扱い店舗の要件 
  本クーポン券を取り扱うことができるのは、次のいずれかに該当し、かつ、本事業への加盟店登録

についてＷＥＢ申込み又は申込書（様式第１号）による申請を行い、登録許可された事業者または店
舗（以下、「加盟店舗」）とします。 

  ① 神栖市内に店舗及び事業所等を有する市内在住の個人事業者 
② 市内に本社・支社（要登記）がある法人事業者 

※ 支店登記は不可となる場合や本社等が市外にあってもフランチャイズ等で実質経営者等が市内在住者
の場合は可とする場合あり） 

  なお、様式第１号による登録申込みにあたっては、同意書（様式第２号）の提出を必須とします。 
 
（２）規模に応じた加盟店舗の区分 

本クーポン券事業において、専用券が使用できる「小規模店」と、共通券のみ使用可能な「大規模
店」は、次の基準により区分します。 

 
 

 
 
（３）登録申込みの方法 
  登録申込みは、以下のいずれかの方法で受け付けます。 
  ① ＷＥＢによる登録申込み 
   「いばらき電子申請・届出サービス」から、必要事項を入力し申込みを行ってください。 
   登録申込みURL：https://apply.e-tumo.jp/city-kamisu-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=86700 
 
 
  ② 紙の申請書による登録申込み 
   申請書に必要事項を記載し、以下まで郵送またはFAX により申請してください。 

 
 
 

 
 
 ※ 「紙クーポン券のみ対応希望」・「デジタルクーポン券のみ対応希望」・「紙・デジタルクー

ポン券の両方対応希望」のいずれかを必ず選択してください。 
 ※ すでに「PayPay」決済に対応している店舗等におかれましても、本クーポン券の取扱い店舗と

なるためには、加盟登録をしていただく必要がございます。PayPay 決済に対応していても、非
加盟店舗ではデジタルクーポン券を使用することができません。 

・小規模店：常時使用する従業員２０人以下の事業者 
・大規模店：上記以外の事業者

《申込み先：神栖市商工会》 
○ 郵送の宛先 〒314-0121 茨城県神栖市溝口1669-1 臨海ビル1F 
       ※「クーポン券加盟店登録申込み」と記載してください 
○ ＦＡＸ番号 ０２９９－９２－９３６０
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（４）加盟店舗の遵守事項 

加盟店舗は、クーポン券事務局から配付する専用ステッカー及び専用のぼりを店頭に掲示し、本事
業を周知してください。なお、のぼりとステッカーは１店舗につき１組まで無料とし、２組目以降は１
組につき１,０００円（税込）を申し受けます。 

 
（５）使用されたクーポン券売上の換金 
 ○ 紙クーポン券の換金方法 

 
 
 

  
 ○ デジタルクーポン券の換金方法 

 使用されたデジタルクーポン券分の売上は、通常のPayPay 決済による売上と同様の方法で入金さ
れますので、デジタルクーポン券に関して特別な手続き等は必要ありません。 

 

４. 問い合わせ先                                       

○ 店舗加盟やクーポン券の取扱に関する全般的な問合せ先 
 

 
 
 
  ※郵送により加盟店登録申込みをする場合は、必ず本所に郵送願います。 
 
○ 新たにPayPay 決済に対応するための各種相談・手続きに関する問い合わせ先 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神栖市商工会 
・本所 〒314-0121 神栖市溝口 1669-1 臨海ビル 1Ｆ（TEL:0299-92-5111） 
・支所 〒314-0343 神栖市土合本町5-9809-527 （TEL:0479-48-0333）

【事業者向け専用ダイヤル】 
PayPay 株式会社 担当：矢萩（ヤハギ）070-1403-7029  
平日10 時00 分～18 時00 分（土日祝以外）

加盟店舗で使用された紙クーポン券につきましては、茨城県信用組合（神栖支店・知手支店・
波崎支店）にて換金のための引換え受付を行います。 

具体的な引換え方法・引換え日等の詳細につきましては、５月中旬頃を目安にお知らせします
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様式第１号

神栖市商工会長殿

※

※

◆ＨＰ掲載用（「取扱店一覧」へ店舗名・住所・電話等を掲載致します。）

※ 複数店舗の登録申込みを希望する場合、本様式をコピーしてご利用ください。

　郵送による申込み先　〒３１４－０１２１　神栖市溝口１６６９－１ 臨海ビル１F 神栖市商工会

　ＦＡＸによる申込み先　０２９９－９２－９３６０

《事務局使用欄》

（カナ）

（カナ） （カナ）

（カナ）

※ 申込み書は返却いたしませんので、控えをおとりのうえ、ご提出ください。

※ ご記入いただいた情報は、本クーポン券事業に関する広報物への情報掲載に使用します。

受付 小規模店 大規模店 加入区分 済　・　非

２０２６かみすプレミアムクーポン券
取扱店申込み書　兼　誓約書

「２０２６かみすプレミアムクーポン券取扱店実施要項」に同意し、取扱店になることを申
込みます。また、同要項の記載事項を遵守することを誓約いたします。

申込
年月日

令和８年　　月　　日
事業所名

店舗規模
□ 小規模店

（常時雇用人数20人以下）

住所

□ 大規模店
（小規模店以外の事業者）

電話番号 ＦＡＸ

代表者名 担当者名

業務内容 従業員数 名

対応券種
希望

□ 紙クーポン券のみ
デジタルクーポン券を希望する場合、店舗が
キャッシュレス決済「PayPay」に対応してい
る必要があります。

□ デジタルクーポン券のみ
新たにPayPay決済対応を希望する場合、取扱
要項に記載された、PayPayの問い合わせ先ま
でご連絡ください。□ 紙・デジタルの両方

電話番号
店舗名

所在地

〒

神栖市

業種又は
取扱商品

名
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様式第２号 

 

令和８年　　月　　日 

 

 

 　同　　意　　書　 

 

 

神栖市商工会長　殿 

 

 

私は、「2026かみすプレミアムクーポン券取扱店実施要項」に基づく取扱店登録申込みにあたり、同

要項に定められた内容のほか、以下の事項に同意致します。 

 

（１）取扱店登録を希望する店舗・事業所が、つぎのいずれにも該当しないことを確約すること。 

・反社会的勢力が経営していること又は経営に実質的に関与していること 

・反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること 

・役員（役職・肩書の名称に関わらず、経営に実質的に関与している者を含む）が、反社会的勢力

と密接な関係を有すること 

 

（２）本クーポン券に取扱いに係る不正行為その他取扱店としての登録を継続することが著しく不適当

と認められる行為・態様等が確認された場合は、事務局が取扱店登録を解除する場合があること 

 

（３）登録申込み書の記載事項が、本クーポン券事業に関する広報物等に掲載されること 

 

                                                      　 以　上 
 

　　　　住　　　 所 

 

事 業 所 名 

 

代表者氏名           　　　　　　  　　　　　　　　（署名または記名・押印）　　 

 

【事務局使用欄】 

 
受　付 加入区分 済　・　非


